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指定自動車整備事業の指定新規申請 
重要 

 本申請は、Gビズ IDプライムまたは Gビズ IDメンバーからのみ申請が可能です。Gビズ IDエン
トリーや Microsoftアカウントによるログインでは申請することができません。 

 と表示されている申請様式は「提出が必須」の様式です。記載する内容がない場合は、 
無記載で構いません。 

 廃止新規申請を行う場合は、以下の申請を実施してください。 
 指定自動車整備事業の指定新規申請（本申請） 
 指定自動車整備事業の廃止届出 
 自動車検査員（選任・変更）届出 
※廃止新規：指定自動車整備事業において、新たに指定を取得しようとする場合の特殊な申請形態で
す。これは相続や譲渡等により事業を継承する際に適用されるもので、設備、技術、および管理組織
（事業場管理責任者、主任技術者、自動車検査員）に変更がない場合に利用可能です。 

指定自動車整備事業の指定新規申請書＿１ 
必須様式「指定自動車整備事業の指定新規申請書＿１」の入力例を示します。 
 

 

③ 

④ 

① 

② 
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No. 項目 必須／任意 説明 

① 年月日 必須 
申請を提出する日付を入力します。 
再提出をするときは、差戻理由を参考に修正要否を確認してく
ださい。 

② 

申請者の氏名又は
名称 

必須 申請者である事業場の名称を全角で入力します。(*1) 
ふりがなを全角ひらがなで入力します。 

申請者の住所 必須 申請者の住所を全角で入力します。(*2) 
電話番号 必須 申請者の電話番号を半角で入力します。(*3) 
事業場の名称 必須 事業場名を全角で入力します。 

ふりがなを全角ひらがなで入力します。 
事業場の所在地 必須 事業場の所在地を全角で入力します。(*2) 
電話番号 必須 事業場の電話番号を半角で入力します。(*3) 
廃止新規 任意 廃止新規申請の場合はチェックを付けます。 
旧指定番号 任意 廃止新規申請の場合は、旧指定番号を全角で入力します。(*4) 

③ 

対象自動車の種類
の別 

必須 該当する自動車の種別にチェックを付けます。 

業務の範囲の限定
の例 

任意 該当する業務範囲の限定にチェックを付けます。 

④ 宣誓書 必須 内容を確認してチェックを付けます。 

  

⑥ 

⑦ 

⑤ 

⑪ 

⑩ 

⑨ 

⑧ 
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No. 項目 必須／任意 説明 

⑤ 

認証番号 必須 認証番号を全角で入力します。(*4) 
自動車特定整備事
業の種類の別 

必須 該当する自動車特定整備事業の種別にチェックを付け、認証年
月日を入力します。 

対象自動車の種類
の別 

必須 該当する自動車の種別にチェックを付けます。 
※「自動運行」（装置）には、「運動補助」（装置）を含みます。 

業務の範囲の限定
の別 

任意 該当する業務範囲の限定にチェックを付けます。 

⑥ 
優良自動車整備事
業者の認定関係 

任意 優良自動車整備事業者の認定を受けている場合、認定番号を全
角で入力します。(*4) 
該当する認定の種類にチェックを付けます。 

⑦ 実施している整備
作業の範囲 

必須 実施している整備作業を全角で入力します。 

⑧ 
事業場管理責任者
及び主任技術者の
氏名及び略歴 

必須 事業場管理責任者と主任技術者について、氏名と実務年数、職
制を入力します。 
氏名職制は全角で、実務年数は半角数字で入力します。 

⑨ 工員の構成 必須 工員の人数を半角数字で入力します。 

⑩ 屋内作業場等の面
積 

任意 屋内作業場の面積を半角数字で小数点 1桁まで入力します。 

⑪ 備考 任意 備考がある場合は全角で入力します。 
*1： ㈱や（株）など、法人形態を省略した文字は使用できません。 

法人形態と会社名の間は詰めて入力してください。事業者名と事業場名の間には全角スペー
スを入力してください。 
 例）株式会社○○ ××店 

*2： 住所、所在地は、都道府県名から入力してください。 
〇丁目〇番地〇号などの数字には、漢数字ではなくアラビア数字（１，２）を入力してくだ
さい。 

*3： 電話番号は、必ず半角ハイフンを含めて入力してください。ハイフンを省略するとエラーに
なります。 

*4： 旧指定番号、認証番号、認定番号のハイフンは、全角マイナス（－）のみ使用可能です。全
角ダッシュ（―）、全角ハイフン（-）、長音符号（ー）は利用できません。 
旧指定番号、認証番号、認定番号は、スペースは入れずに連続して入力してください。 
 例）第１－１号 
ただし、中国運輸局管内の指定番号については、スペースが入る場合があります。 
 例）１ １２３－４５６ 
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指定自動車整備事業の指定新規申請書＿２ 
必須様式「指定自動車整備事業の指定新規申請書＿２」の入力例を示します。 
 

 
 

No. 項目 必須／任意 説明 

① 機械・工具及び計器
類 任意 

該当する機械・工具及び計器類の台数を半角数字で入力し、能
力を全角で入力します。省力化機器（大型車）欄は、工員 4名
で大型車を扱う事業場の場合に入力します。 

② 

自動車検査用機械
器具設備 

任意 該当する検査機器の台数を半角数字で入力し、型式と能力を全
角で入力します。各検査機器の備付年月日を入力します。 
※必須様式「指定自動車整備事業の指定新規申請書＿３」に続
きます。 

 

① 

② 
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指定自動車整備事業の指定新規申請書＿３ 
必須様式「指定自動車整備事業の指定新規申請書＿３」の入力例を示します。 
 
補足 
この様式は、必須様式「指定自動車整備事業の指定新規申請書＿３」の「自動車検査用機械器具設備」の続
きです。 
 

 

 
 

No. 項目 必須／任意 説明 

① 自動車検査用機械
器具設備 任意 該当する検査機器の台数を半角数字で入力し、型式と能力を全

角で入力します。各検査機器の備付年月日を入力します。 
 

① 
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指定自動車整備事業の指定新規申請書＿４ 
必須様式「指定自動車整備事業の指定新規申請書＿４」の入力例を示します。 
 

 
 

No. 項目 必須／任意 説明 

① 車検実績 任意 
車検実績を記入する期間を入力します。 
車検実施年月ごとに、車検持込台数、合格台数、再検査台数を
入力します。必要に応じて備考を入力します。 

② 
最近３ヶ月間にお
ける月平均の車種
別整備実績 

任意 
整備実績を記入する期間（３ヶ月）を入力します。 
車種ごとに、車検整備台数、定期点検整備台数、その他の整備
台数を入力し、合計台数を入力します。 

 

① 

② 
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指定自動車整備事業の指定新規申請書＿共同設備事業場
情報 
任意様式「指定自動車整備事業の指定新規申請書＿共同設備事業場情報」の入力例を示します。 
 
補足 
この様式は、共用設備事業場がある場合に入力します。 
 
 
重要 
システム上、指定自動車整備事業者の共用設備は「1事業場につき 1つ」だけ入力できますが、一部の
機器については、制度上例外的に複数の共用設備が認められています。 
複数の共用設備を有する場合は、備考欄に概要を記載するか、または添付ファイルとして提出してくだ
さい。 

 

 
 

No. 項目 必須／任意 説明 

① 検査施設の共同使
用 任意 

共用設備事業場の名称、所在地、管理責任者の氏名を全角で入
力します。 
共用設備事業場までの自動車による所用時間を、半角数字で入
力します。 

② 

共用設備事業場の
最近３ヶ月間にお
ける月平均の車種
別整備実績 

任意 

共用設備事業場での整備実績を記入する期間（３ヶ月）を入力
します。 
車種ごとに、車検整備台数、定期点検整備台数、その他の整備
台数を入力し、合計台数を入力します。 

 

① 

② 
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指定自動車整備事業の指定新規申請書＿共同設備事業場
設備情報１ 
任意様式「指定自動車整備事業の指定新規申請書＿共同設備事業場設備情報１」の入力例を示します。 
 
補足 
この様式は、共用設備事業場の設備について入力します。 
 
 

 
 

No. 項目 必須／任意 説明 

① 

共用設備事業場の
自動車検査用機械
器具設備 

任意 該当する検査機器の台数を半角数字で入力し、型式と能力を全
角で入力します。各検査機器の備付年月日を入力します。 
※任意様式「指定自動車整備事業の指定新規申請書＿共同設備
事業場設備情報２」に続きます。 

 

① 
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指定自動車整備事業の指定新規申請書＿共同設備事業場
設備情報２ 
任意様式「指定自動車整備事業の指定新規申請書＿共同設備事業場設備情報２」の入力例を示します。 
 
補足 
この様式は、共用設備事業場の設備について入力します。 
必須様式「指定自動車整備事業の指定新規申請書＿共同設備事業場設備情報１」の続きです。 
 
 

 
 

No. 項目 必須／任意 説明 

① 
共用使用の自動車
検査用機械器具設
備 

任意 該当する検査機器の台数を半角数字で入力し、型式と能力を全
角で入力します。各検査機器の備付年月日を入力します。 

 

① 
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添付書類 
「指定自動車整備事業の指定新規申請」に使用できる添付書類を示します。ファイル名の「yymmdd」に
は、申請年月日を入力します。 
 例）2026年 4月 10日に「1210事業場沿革_yymmdd」を申請する場合、ファイル名は 

「1210事業場沿革_260410」となります。 
 

添付ファイル名 任意／ 
必須 備考 

1210事業場沿革_yymmdd 必須 廃止新規も対象 
1230事業場平面図_yymmdd 任意 － 
1250技術基準適合証明書（ホイール・アライメント・テスタ）
_yymmdd 任意 

新規申請の場合、該当する
ものは添付必須 

1250技術基準適合証明書（サイドスリップ・テスタ）_yymmdd 任意 
1250技術基準適合証明書（ブレーキ・テスタ）_yymmdd 任意 
1250技術基準適合証明書（前照灯試験機）_yymmdd 任意 
1250技術基準適合証明書（音量計）_yymmdd 任意 
1250技術基準適合証明書（騒音計）_yymmdd 任意 
1250技術基準適合証明書（速度計試験機）_yymmdd 任意 
1250技術基準適合証明書（一酸化炭素測定器）_yymmdd 任意 
1250技術基準適合証明書（炭化水素測定器）_yymmdd 任意 
1250技術基準適合証明書（黒煙測定器）_yymmdd 任意 
1250技術基準適合証明書（オパシメータ）_yymmdd 任意 
1250技術基準適合証明書（検査用スキャンツール）_yymmdd 任意 
2040（共同使用）検査用機械器具の管理規定等当該設備の維持管理
体制_yymmdd 任意 

共同使用の場合、添付必須 2070（共同使用）契約書_yymmdd 任意 
2080（共同使用）車両置場_yymmdd 任意 
3010事業場設備平面図_yymmdd 任意 優良認定を持っていない場

合、添付必須 3020作業工程図_yymmdd 任意 
3030機器配置図_yymmdd 任意 

3040事業場組織図_yymmdd 任意 

優良認定を持っていない場
合、添付必須 
3301代用可 
廃止新規も対象 

3060貸借対照表及び損益計算書_yymmdd 任意 
優良認定を持っていない場
合、添付必須 
廃止新規も対象 

9991その他必要な書類１_yymmdd 
9992その他必要な書類２_yymmdd 
9993その他必要な書類３_yymmdd 
9994その他必要な書類４_yymmdd 
9995その他必要な書類５_yymmdd 

任意 地方局ごとに必要に応じて
添付する 
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行政手数料等 
補足 
自動車整備事業者向けの手続のうち、行政手数料等が発生するのは、「指定自動車整備事業の指定新規申請」
のみです。（2026年 3月現在） 
 

 申請時の操作 
「指定自動車整備事業の指定新規申請」を提出する際には、「行政手数料等」の項目が表示されます。 
電子納付が選択されていることを選択し、振込者の氏名を全角カタカナで入力して提出してください。 

 

 
 

重要 
行政手数料の納付は、運輸支局の審査後に発生します。 
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 手数料等の納付 
運輸支局の審査が完了すると、手数料納付のメッセージが届きます。 
手数料納付のメッセージは、マイページまたはメッセージ、申請案件一覧画面から確認できます。 

 
重要 
手数料の納付期限は、納付指示を受けてから 15日間です。 
 例）6/1にオンライン申請受付画面で確認 ⇒ 6/15が納付期限に自動設定されます。 

 
1 マイページで「申請案件に関する通知」を押します。 

 

通知が「未読」に絞り込まれた状態で、メッセージ画面が表示されます。 
 

補足 
通知が既読になると、通知件数が減り、マイページからは表示できなくなります。一度確認した通
知を再度確認する場合は、直接メッセージまたは申請案件一覧画面から確認してください。 
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2 納付したい申請の「納付 手数料等納付のご案内」を押します。 

 

「手数料納付のご案内」のメッセージ画面が表示されます。 
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3 到達番号を押します。 

 

申請案件一覧画面に移動します。当申請の「申請案件状況」が表示されます。 

 
4 「申請案件状況」の最下部にある、「電子納付」を押します。 

 

納付に関する確認メッセージが表示されます。 
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5 内容を確認して「OK」を押します。 

 

以降、画面の指示に従って支払いを行ってください。 
 

電子納付の操作については、以下のサイトをご確認ください。 
➡ https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/payment/help/guide 

 
手数料の電子納付が完了し、運輸局の決裁が完了すると、申請のステータスが「審査終了」になり
ます。 
 
以上で、「行政手数料を納付する」の手順は終了です。 

 
以上で、「指定自動車整備事業の指定新規申請」手続の入力例は終了です。 
 
手続共通の入力例や、共通の操作内容については、『自動車整備事業者向け e-Gov電子申請マニュアル』を
参照してください。 
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